
                                    

愛知県総合射撃場指定管理者運営モニタリング結果（2021年度） 

 

１ 施設の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指定管理概要 

 

 

  

 

   

 

３ 利用状況  

                                          （単位:人、件） 

※計画値とは、指定管理者を選定する際に提出された計画値を指します。 

 

 

 

 

 

 

 

区分 

2021年度 2020年度 
増減 

(①－②) 
計画値 実績値(①) 計画値 実績値(②) 

第 1射撃場 － 719 － 633 86 

第 2射撃場 － 2,551 － 2,099 452 

第 3射撃場 

（大口径） 
－ 861 － 875 △14 

第 3射撃場 

（スラグ） 
－ 591 － 539 52 

第 4射撃場 － 11,285 － 9,234 2,051 

会議室 － 8,436 － 6,063 2,373 

計 24,500 24,443 21,600 19,443 5,000 

施設名 ： 愛知県総合射撃場 
所在地 ： 豊田市宇連野町ウネ畑 95-12 
設置根拠： 愛知県スポーツ施設及び社会教育施設条例（平成 5（1993）年 供用開始） 
設置目的： 体育の振興を図るため。 

施設概要： 敷地面積…247,390.68 ㎡ 
主な建物…管理棟（鉄骨造 平屋建）、ライフル棟（鉄筋コンクリート造２階建）、大口径ライ

フル棟（鉄筋コンクリート造 平屋建） 
駐車場…200 台 
開場時間…午前９時から午後５時、休館日…水曜日、年末年始(12/28～1/3） 

指定管理者名  公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団 
指定期間    2021年 4月 1日から 2024年 3月 31日まで 
指定管理者選定時の主な提案内容とその実施状況 
○ クレー射撃機器更新に伴う大規模大会の誘致（競技団体と調整を実施） 
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４ 収支状況    

（単位:千円） 

区分 
2021年度 2020年度 増減 

(①－②) 計画値 実績値(①) 計画値 実績値(②) 

収入計 84,047 90,776 85,039 85,938 4,838 

 

利用料金収入 52,000 58,686 54,870 48,769 9,917 

指定管理料 31,793 31,793 30,169 37,169 △5,376 

その他 254 297 0 0 297 

支出 84,047 82,348 85,039 80,818 1,530 

収支差 0 8,428 0 5,120 3,308 

                                            

５ モニタリング結果 

（１）総合評価 

 

（２）区分ごとの評価 

 

 

 

 

 

 

 

（３）今後の対応等 

 

 

 

 

 

 

 

評価 評価内容 

Ａ 
法令等に基づき適切な対応がなされているほか、職員の経験を生かして施設の安全管理に取り

組んでおり、近隣や関係団体との連携も良好である。 

区分名称 評価 評価内容 

基本項目 Ａ 

指定管理者団体において、関係法令や条例に基づく要綱や規程を定めている。積

極的に講習会に参加し、有資格者を配置する等、施設運営の質的向上に努めてい

る。 

施設の適正な 

管理 
Ａ 仕様書または提案書に基づいた施設管理が実施できている。 

サービスの 

維持・向上 Ａ 

猟銃の所持に必要な許可所持者は年々減少しているが、ビームライフル体験会＆

射撃体験ツアーを積極的に実施するなど、施設の利用促進に向けた取り組みを実

施している。 

運営等の安定性 Ａ 
指定管理団体において、文書管理規程や会計規程等を定め、業務仕様書等に基づ

き適正な施設運営を実施している。 

指定管理者の提案内容であるクレー射撃の大規模大会の開催に向け、引き続き指定管理者に働きかけを行

っていく。 

 また、銃砲等所持許可が不要であるビームライフルなどを活用したイベントなどを開催し、更なる新規利

用者の確保を行っていくよう、指定管理者に働きかけを行っていく。 

 

【評価の基準】 

評価 基準 

Ｓ 県の求める水準と比べて、期待を上回る水準で管理運営されている。 
Ａ 概ね期待どおりの水準で施設運営がなされている。（協定書等の水準） 

Ｂ 一部分を除き、概ね期待どおりの水準で施設運営がなされている。 
Ｃ 県の求める水準と比べて不十分な状況である。 
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６ 利用者からの反応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ その他 

 

 

 

 

 

 

 

○ 問い合わせ先 

 

 

○アンケートについて（246 人が回答） 

主催事業、自主事業の開催時にアンケートを実施しており、2021年度は 12回実施した。 

施設の改修、改善等の項目では、「シャワー付き洋式トイレを増設してほしい」、「アジア競技大会の開

催にあわせてクレー射撃場を５射面とも併用面にしてほしい」等の要望があった。 

営業日、営業時間、運営等の項目では、「Facebook や Instagram のアカウントがあるとよい。」、「月例

会、場長杯の景品をもっと増やしてほしい。全員に賞があればもっとよい。」、「クレー射撃初級者クリニ

ックを種目別に（トラップ・スキート）別の場所でやってほしい。」等の意見があった。 

 その他、クレー射撃初級者クリニックの参加料について、「指導料としては安い気がした」という意見

や、ビームライフル射撃体験会＆射撃場見学ツアーにおいて、「是非、射撃を練習したい。続けたい。」と

いった意見があった。 

 

満足度調査結果について（100人が回答） 

 非常に満足・満足 79.8% やや満足 11.8% やや不満 4.1% 非常に不満・不満 1.9% 

 ※非常に不満・不満は、冬期の屋外トイレ閉鎖、食品自販機やシャワー付きトイレの設置要望、喫煙所の

設置場所について（喫煙者からは増設、非喫煙者からは移動又は撤去）である。 

 

○苦情および対応状況 

・月例会、場長杯の景品をもっと増やしてほしい。全員に賞があればもっとよい。 

⇒次年度は参加料や賞品を見直し、より満足度の高いサービス展開に努める。 

・クレー射撃初級者クリニックを種目別に（トラップ・スキート）別の場所でやってほしい。 

⇒次年度は種目別に会場を用意し、十分な時間を確保する。 

・鉛汚染対策として、調整池の浚渫工事、鉛吸着剤のゼオライト設置などを講じてきたが、射撃場全体の遮

へいや地下水路をすべて止めるコンクリートダムの設置等、抜本的かつ恒久的な対策が必要。 

・平成２７年度に県が整備したライフル棟（ＳＢ・ＡＲ）の電子標的とクレー放出機について、県有備品と

して貸付されているが、どちらも予備がないため大会開催中などに故障等が生じた場合、対応ができない。 

スポーツ局競技・施設課 施設グループ 

電話：０５２―９５４―６７９６（ダイヤルイン） 

ファクシミリ：０５２―９５１―１００５ 

メールアドレス：kyougi-shisetsu＠pref.aichi.lg.jp 

 


